
親族と親等数の系図

親族

姻族（３親等内） 血族（６親等内）

（傍系） （直系） （傍系）

⑥六世の祖

⑤五世の祖

④高祖父母

⑥高祖父母の兄弟姉妹

（高祖伯叔父母）

③ ⑤曽祖父母 曽祖父母の兄弟姉妹

（曽祖伯叔父母）

⑥曽祖父母の甥姪

（従伯叔祖父母）

曽祖父母

④祖父母の兄弟姉妹

祖父母 祖父母 （おおおじ・おおおば）②

（伯叔祖父母）

③伯叔父母 父母 配偶者＝伯叔父母

① ⑤父母 （おじ・おば） 祖父母の甥姪

（いとこおじ・おば）②

兄弟 配偶者＝兄弟 従兄弟 （従伯叔祖父母）④

姉妹 姉妹 姉妹配偶者 自 己
（いとこ） 再従兄弟

子 姉妹① ③

甥姪 配偶者＝甥姪 従兄弟 （またいとこ）⑤

孫 姉妹の子②

③ ⑥曽孫 従兄弟

姉妹の孫

④玄孫

④兄弟姉妹の孫

⑤五世の孫

⑥ ⑤六世の孫 兄弟姉妹の曽孫

⑥兄弟姉妹の玄孫

※ 右肩の○は血族で、数字は、親等を示します。

父母のいずれかだけが自己の親であるとき、親の配偶者は姻族１親等であり、同様にし

て、祖父（母 、曽祖父（母）の配偶者までが親族となります。）

◆ 父母・曽父母より年齢の多いのが伯、少ないのが叔です。

◆ 血族には自然血族（肉親として血統、血縁がつながっている者）のほか法定血族（養子のよう

に法律が血縁を擬制する者）も含まれます。
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